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議案番号 ９０ 

奈良市子ども・子育て会議条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（設置） （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項        

                                  

                                の

規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、奈良市子ども・子育て

会議（以下「会議」という。）を置く。 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号。次条において「認定こども園法」という。）第25条の

規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、奈良市子ども・子育て

会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 会議は、子ども・子育て支援法第77条第１項に規定するもののほか、

市長の諮問に応じて、本市の子ども・子育て支援に関する重要事項につい

て調査審議する。 

第２条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 子ども・子育て支援法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するこ

と。 

 (２) 認定こども園法第17条第３項、第21条第２項及び第22条第２項の規

定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、本市の子ども・子

育て支援に関する重要事項について調査審議すること。 

２ 会議は、前項   に規定する重要事項に関し市長に意見を述べること

ができる。 

２ 会議は、前項第３号に規定する重要事項に関し市長に意見を述べること

ができる。 
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奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（児童福祉施設の一般原則） （児童福祉施設の一般原則） 

第６条 略 第６条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

 ６ 児童福祉施設は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成

24年奈良市条例第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとな

らないようにしなければならない。 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

 第12条の２ 児童福祉施設の長は、入所中の児童等（法第33条の７に規定す

る児童等をいう。以下この条において同じ。）に対し法第47条第１項本文

の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定

により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身

体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

（食事） （食事） 

第14条 略 第14条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

 ６ 児童福祉施設は、食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産

物（以下この項において「県内産農林水産物」という。）及び県内産農林

水産物を原料として加工された食品を積極的に使用するよう努めるものと

する。 

（入所した者及び職員の健康診断） （入所した者及び職員の健康診断） 

第15条 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、尐な

くとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならな

い。 

第15条 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、尐な

くとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断に準じて行わなければならな

い。 

２ 略 ２ 略 
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３ 第１項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又

は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の

措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施        

                   を解除し、又は停止する等必要

な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 

３ 第１項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又

は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の

措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24

条第５項若しくは第６項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要

な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 

４ 略 ４ 略 

（児童福祉施設内部の規程） （児童福祉施設内部の規程） 

第16条 児童福祉施設         においては、次に掲げる事項のう

ち必要な事項につき規程を設けなければならない。 

第16条 児童福祉施設（保育所を除く。）においては、次に掲げる事項のう

ち必要な事項につき規程を設けなければならない。 

(１) 入所する者の援助に関する事項 (１) 入所する者の援助に関する事項 

(２) その他施設の管理についての重要事項 (２) その他施設の管理についての重要事項 

 

 

２ 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

 (１) 施設の目的及び運営の方針 

 (２) 提供する保育の内容 

 (３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (４) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 (５) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 (６) 乳児、満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利

用定員 

 (７) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての

留意事項 

 (８) 緊急時等における対応方法 

 (９) 非常災害対策 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) 保育所の運営に関する重要事項 
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（苦情への対応） （苦情への対応） 

第19条 略 第19条 略 

２ 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母

子保護の実施若しくは保育の実施                   

        に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母

子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第５項若しくは第６項

の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 略 ３ 略 

（保育所に準ずる設備） （保育所に準ずる設備） 

第31条 略 第31条 略 

２ 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき１人以

上とする。ただし、１人を下ることは できない。 

２ 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき１人以

上とする。ただし、１人を下回ることができない。 

（関係機関との連携） （関係機関との連携） 

第32条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員   、児

童の通学する学校、児童相談所、母子福祉団体   及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に

連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 

第32条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児

童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に

連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 

（設備の基準） （設備の基準） 

第33条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 第33条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

(８) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は、次のイからクまでの要件に該当するものであること。 

(８) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は、次のイからクまでの要件に該当するものであること。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の

中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の

中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 
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 階 区分 施設又は設備   階 区分 施設又は設備  

 略 略 略   略 略 略  

 ４階 

以上 

常用 略   ４階 

以上 

常用 略  

 避難用 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の

屋外階段 

  避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１

項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１

階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かっ

て開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項

第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものその他有効に排煙することができると認めら

れるものに限る。）を有する付室を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号

を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路 

３ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構

造の屋外階段 

 

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

（職員） （職員） 

第34条 略 第34条 略 

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に

満たない幼児おおむね６人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たない

幼児おおむね20人につき１人以上（認定こども園（就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。

以下「就学前保育等推進法」という。）第７条第１項に規定する認定こど

も園をいう。）である保育所（以下「認定保育所」という。）にあっては、

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に

満たない幼児おおむね６人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たない

幼児おおむね20人につき１人以上                   

                                  

                                 

                                 



議案番号 ９１ 

5/7  

 現行 改正案 

幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）と同様

に１日に４時間程度利用する幼児（以下「短時間利用児」という。）おお

むね35人につき１人以上、１日に８時間程度利用する幼児（以下「長時間

利用児」という。）おおむね20人につき１人以上）、満４歳以上の幼児お

おむね30人につき１人以上（認定保育所にあっては、短時間利用児おおむ

ね35人につき１人以上、長時間利用児おおむね30人につき１人以上）とす

る。ただし、保育所一につき２人を下ることは できない。 

                                 

                                 

                                 

                       、満４歳以上の幼児お

おむね30人につき１人以上                      

                              とす

る。ただし、保育所一につき２人を下回ることができない。 

（公正な選考） （業務の質の評価等） 

第38条 就学前保育等推進法第10条第１項第４号に規定する私立認定保育所

は、就学前保育等推進法第13条第２項の規定により読み替えられた法第24

条第３項の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考するとき

は、公正な方法により行わなければならない。 

第38条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

２ 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

（特例幼保連携保育所の特例）  

２ 奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例（平成18年12月奈良県条

例第22号。以下「奈良県条例」という。）第９条に掲げる要件を満たす運

営を行うために設置後相当の期間を経過した幼稚園（その運営の実績その

他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。）と幼保

連携施設を構成するよう保育所を新たに設置し、又は移転させる場合にお

ける当該保育所（以下「特例幼保連携保育所」という。）の保育室又は遊

戯室の設備の特例については、当該幼保連携施設の園舎の面積（乳児又は

満２歳に満たない幼児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設

設備の面積及び満２歳以上満３歳に満たない幼児の保育の用に供する保育

室、遊戯室その他の施設設備の面積を除く。）が次の表の左欄に掲げる学

級数の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる面積以上であるときは、

当分の間、第33条第６号の規定を適用しないことができる。 
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 学級数 面積    

 １学級 180平方メートル   

 ２学級以上 320＋100×（学級数－２）平方メートル    

３ 特例幼保連携保育所の屋外遊戯場の設備については、当該特例幼保連携

保育所が構成する幼保連携施設の屋外遊戯場及び運動場の面積が、次の表

の左欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる面積

と満２歳以上満３歳に満たない幼児につき第33条第６号の規定により算定

した面積とを合算した面積以上であるときは、当分の間、同号の規定を適

用しないことができる。 

 

 学級数 面積     

 ２学級以下 330＋30×（学級数－１）平方メートル    

 ３学級以上 400＋80×（学級数－３）平方メートル   

４ 特例幼保連携保育所であって、満３歳以上の幼児につき第34条第２項に

規定する数の保育士を確保することが困難であるものに対する同項の規定

（満３歳以上の幼児に関する部分に限る。）の適用については、当分の間、

幼稚園の教員免許状を有する当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携

施設の職員（当該特例幼保連携保育所の設置又は移転の後に新たに採用さ

れた者を除く。）であって、保育士となる資格の取得に努めており、その

意欲、適性及び能力等を考慮して奈良県知事が適当であると承認したもの

は、保育士とみなす。 

 

５ 前項の規定による奈良県知事の承認の有効期間は、その承認をした日か

ら３年とする。 

 

６ 前項の規定に関わらず、第４項の規定による奈良県知事の承認について

は、当分の間、相当期間にわたり保育士を確保することが困難である場合

に限り、その有効期間を６年とすることができる。 

 

７ 第２項から前項までの規定は、奈良県条例が掲げる要件を満たす運営を

行うために設置後相当の期間を経過した保育所（その運営の実績その他に

 



議案番号 ９１ 

7/7  

 現行 改正案 

より適正な運営が確保されていると認められるものに限る。）と幼保連携

施設を構成するよう幼稚園を新たに設置し、又は移転させる場合における

当該保育所について準用する。この場合において、第４項中「当該特例幼

保連携保育所の」とあるのは、「当該保育所と幼保連携施設を構成する幼

稚園の」と読み替えるものとする。 

（母子生活支援施設の建物に関する経過措置） （母子生活支援施設の建物に関する経過措置） 

８ 略 ２ 略 

９ 略 ３ 略 

（母子生活支援施設の長に関する経過措置） （母子生活支援施設の長に関する経過措置） 

10 略  ４ 略 

（設備の基準に関する経過措置） （設備の基準に関する経過措置） 

11 略 ５ 略 

（保育士の員数の算定に関する経過措置） （保育士の員数の算定に関する経過措置） 

12 乳児６人以上を入所させる保育所に係る第34条第２項の規定による保育

士の数の算定について、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護

師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

６ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る第34条第２項の規定による保育

士の数の算定について、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護

師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 
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奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（対象者） （対象者） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、次の各号の一に該当する者であつて、国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法

（以下「社会保険各法」という。）による被保険者、組合員、加入者若し

くはこれらの者の被扶養者であるものとする。 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、次の各号の一に該当する者であつて、国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法

（以下「社会保険各法」という。）による被保険者、組合員、加入者若し

くはこれらの者の被扶養者であるものとする。 

(１) 本市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの (１) 本市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの 

ア 母子及び寡婦福祉法（     昭和39年法律第129号。以下「法」

という。）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）と死別した男子で現に婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしていな

いもの若しくは母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39年政令第224号）第

25条各号に掲げる者（以下「配偶者のない者」という。）であつて、

18歳未満の児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間は、

18歳未満の児童とみなす。以下同じ。）を現に扶養しているもの 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号。以下「法」

という。）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項

に規定する配偶者のない男子                                                                     

                                  

                                

                                

         （以下「配偶者のない者」という。）であつて、

18歳未満の児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間は、

18歳未満の児童とみなす。以下同じ。）を現に扶養しているもの 

イ 略 イ 略 

ウ イに掲げる児童を現に養育している配偶者のない者又は婚姻    

                                

   をしたことのない者 

ウ イに掲げる児童を現に養育している配偶者のない者又は婚姻（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。）をしたことのない者 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる法律又は条例の適用を

受けて医療が行われる者は、対象者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる法律又は条例の適用を

受けて医療が行われる者は、対象者としない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律                （平成６年法律第30号） 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号） 

(３) 略  (３) 略 
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奈良市母子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還の免除に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

奈良市母子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還の免除に関する条例 奈良市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の償還の免除に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、母子及び寡婦福祉法      （昭和39年法律第129

号）第13条、第32条第１項において準用する同法第13条第１項及び第３項

並びに附則第３条第１項及び第６条第１項の規定に基づき貸し付けた資金

（以下「貸付金」という。）の償還の免除に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129

号）第13条、第31条の６、第32条                   

並びに附則第３条第１項及び第６条第１項の規定に基づき貸し付けた資金

（以下「貸付金」という。）の償還の免除に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
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奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（対象者） （対象者） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、本市に居住（学校教育法（昭和22年法律第26号）第80

条に規定する学校に就学している者並びに障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第11項に規

定する障害者支援施設、同条第１項の厚生労働省令で定める施設、独立行

政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）

第11条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園が設置する施設及び身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５

条第２項に規定する医療保健施設に入所している者については、その者の

保護者（親権を行う者又は後見人等をいう。）が本市に居住）し、かつ、

次のいずれかに該当する者であつて、国民健康保険法（昭和33年法律第192

号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」

という。）による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養

者であるものとする。 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、本市に居住（学校教育法（昭和22年法律第26号）第80

条に規定する学校に就学している者並びに障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第11項に規

定する障害者支援施設、同条第１項の厚生労働省令で定める施設、独立行

政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）

第11条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園が設置する施設及び身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５

条第２項に規定する医療保健施設に入所している者については、その者の

保護者（親権を行う者又は後見人等をいう。）が本市に居住）し、かつ、

次のいずれかに該当する者であつて、国民健康保険法（昭和33年法律第192

号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」

という。）による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養

者であるものとする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの法律の適用を受

けて医療が行われる者又は医療費の助成を受ける者は、対象者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの法律の適用を受

けて医療が行われる者又は医療費の助成を受ける者は、対象者としない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律                （平成６年法律第30号） 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号） 
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奈良市老人憩の家条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 略 略   略 略  

 奈良市鳥見老人憩の家 略   奈良市鳥見老人憩の家 略  

 奈良市鶴舞老人憩の家 奈良市鶴舞東町１番79号      

 略 略   略 略  
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奈良市地域ふれあい会館条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 略 略   略 略  

 奈良市佐保台地域ふれあい会

館 

略   奈良市佐保台地域ふれあい会

館 

略  

     奈良市都跡地域ふれあい会館 奈良市四条大路五丁目２番45号  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
区分 

利用料金（１時間 

当たり） 

  
区分 

利用料金（１時間 

当たり） 

 

   円     円  

 奈良市済美地域ふれあい会

館 

略 略   奈良市済美地域ふれあい会

館 

略 略  

 略 略 略   略 略 略  

 奈良市佐保台地域ふれあい

会館 

略 略   奈良市佐保台地域ふれあい

会館 
略 略 

 

   奈良市都跡地域ふれあい会

館 

調理室 210  

   小会議室 210  

   大会議室Ａ 450  

   大会議室Ｂ 640  

 備考 利用時間が１時間未満であるとき又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間として

計算する。 

  備考 利用時間が１時間未満であるとき又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間として

計算する。 
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奈良市月ヶ瀬粉末茶加工施設条例 新旧対照表 

 現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 奈良市月ヶ瀬粉末茶加工施設 奈良市月ヶ瀬尾山2,796番地の２   奈良市月ヶ瀬粉末茶加工施設 奈良市月ヶ瀬尾山2,796番地の２  

 （指定管理者） 

 第２条の２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

基づき、次に掲げる加工施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管

理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

 (１) 加工施設の利用承認及び利用制限に関すること。 

 (２) 加工施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管

理に関すること。 

 (３) その他市長が定めること。 

 ２ 指定管理者は、この条例及び市長が別に定めるところにより、加工施設

を管理しなければならない。 

 （休館日及び開館時間） 

 第２条の３ 加工施設の休館日及び開館時間は、指定管理者があらかじめ市 

長の承認を得て定める。 

 ２ 指定管理者は、前項の規定により休館日及び開館時間を定めたときは、

加工施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（利用の方法） （利用の方法） 

第３条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長   の承認を

受けなければならない。 

第３条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を

受けなければならない。 

２ 市長   は、前項の承認に際し、加工施設の管理上必要な範囲内で条

件を付けることができる。 

２ 指定管理者は、前項の承認に際し、加工施設の管理上必要な範囲内で条

件を付けることができる。 

３ 第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、加工施設の利

用を終わったときは、施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を原

３ 第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、加工施設の利

用を終わったときは、施設等                  を原
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 現行 改正案 

状に回復しなければならない。 状に回復しなければならない。 

 （利用料金） 

 第３条の２ 利用者は、加工施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を支払わなければならない。 

 ２ 利用料金は、原料１キログラムにつき500円を超えない範囲内において、

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させ

るものとする。 

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第４条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 第４条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失すること。 (１) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失すること。 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

（利用制限） （利用制限） 

第５条 市長   は、次のいずれかに該当する者に対しては、加工施設の

利用を禁止し、又はその他の必要な措置をとることができる。 

第５条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、加工施設の

利用を禁止し、又はその他の必要な措置をとることができる。 

(１) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者 (１) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者 

(２) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者 (２) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者 

（損害賠償等） （損害賠償等） 

第６条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の

定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。 

第６条 利用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の

定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。 

２ 略 ２ 略 
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奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

別表第２ 建築物の用途の制限（第３条関係） 別表第２ 建築物の用途の制限（第３条関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 建築物   地区整備計画区域・計画地区 建築物  

 略 略   略 略  

 百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 次の各号に掲げる建築物以外の建

築物 

  百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 次の各号に掲げる建築物以外の建

築物 

 

  (１) 老人ホーム、保育所、身体障

害者福祉ホームその他これらに

類するもの 

   (１) 住宅（長屋、重ね建て住宅及

び共同住宅を除く。以下この項に

おいて同じ。） 

 

  (２) 診療所又は病院    (２) 延べ面積の２分の１以上を

居住の用に供し、かつ、次のア又

はイに掲げる用途を兼ねる住宅

（これらの用途に供する部分の

床面積の合計が50平方メートル

を超えるものを除く。） 

 

      ア 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの 

 

      イ 東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第２号に掲げ

る建築物 

 

  (３) 老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するもの 

   (３) 次のア又はイに掲げる用途

を兼ねる住宅 

 

      ア 老人ホーム、保育所、身体障

害者福祉ホームその他これら

に類するもの 

 

      イ 診療所（患者の収容施設を持

つものを除く。） 
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 現行 改正案 

  (４) 店舗、飲食店その他これらに

類する用途に供するものでその

用途に供する部分の床面積の合

計が150平方メートル以内のもの 

   (４) 東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第４号、第５号、

第８号及び第９号に掲げる建築

物 

 

  (５) 事務所の用途に供する部分

の床面積の合計が150平方メート

ル以内のもの 

     

  (６) 前各号の建築物に附属する

もので次のア及びイに掲げるも

の 

   (５) 前各号の建築物に附属する

もの（東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第11号のウ及び

エに掲げるものを除く。） 

 

  ア 自動車車庫で当該自動車車

庫の床面積の合計に同一敷地

内にある建築物に附属する自

動車車庫の用途に供する工作

物の築造面積（当該築造面積が

300平方メートル以下である場

合には、その値を減じた値）を

加えた値が3,000平方メートル

（同一敷地内にある建築物（自

動車車庫の用途に供する部分

を除く。）の延べ面積の合計が

3,000平方メートル以下の場合

においては、当該延べ面積の合

計）以内のもの 

     

  イ 自動車車庫で２階以下の部

分にあるもの 

     

  (７) 自動車車庫で床面積の合計

が300平方メートル以内のもの（ 
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  ２階以上の部分をその用途に供

するものを除く。） 

     

 Ｂ地区 略   Ｂ地区 略  

 Ｃ地区 次の各号に掲げる建築物以外の建

築物 

  Ｃ地区 次の各号に掲げる建築物以外の建

築物 

 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第４号、第５号、

第８号、第９号並びに第11号のウ

及びエに掲げる建築物 

(４) 東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第４号、第５号、

第８号及び第９号に掲げる建築

物 

 (５) 前各号の建築物に附属する

もの（東登美ヶ丘一丁目地区整備

計画区域の項の第11号のウ及び

エに掲げるものを除く。） 

 略 略   略 略  

別表第３の２ 建築物の容積率の最高限度（第３条の３関係） 別表第３の２ 建築物の容積率の最高限度（第３条の３関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 割合   地区整備計画区域・計画地区 割合  

 三碓五丁目地区整

備計画区域 

Ｂ地区（第一

種低層住居

専用地域を

除く。） 

10分の８   三碓五丁目地区整

備計画区域 

Ｂ地区（第一

種低層住居

専用地域を

除く。） 

10分の８  

   百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 10分の12  

 略 略 略   略 略 略  

別表第４ 建築物の敷地面積の最低限度（第４条関係） 別表第４ 建築物の敷地面積の最低限度（第４条関係） 

 ア イ ウ   ア イ ウ  

 地区整備計画区域・計画地区 面積 適用の除外   地区整備計画区域・計画地区 面積 適用の除外  

 略 略 略   略 略 略  
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 百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 300 平 方 メ ー ト

ル。ただし、地区

内に存する建築

物の敷地の総数

は、５以下とす

る。 

―――――   百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 130平方メートル (１) 巡査派出

所 

 

(２) 公衆電話

所 

(３) 近隣に居

住する者の利

用に供する公

園に設けられ

る公衆便所又

は休憩所 

(４) 路線バス

の停留所の上

家 

 Ｂ地区 165平方メートル (１) 巡査派出

所 

  Ｃ地区 165平方メートル (１) 巡査派出

所 

 

(２) 近隣に居

住する者の利

用に供する公

園に設けられ

る公衆便所又

は休憩所 

(２) 近隣に居

住する者の利

用に供する公

園に設けられ

る公衆便所又

は休憩所 

(３) 路線バス

の停留所の上

家 

(３) 路線バス

の停留所の上

家 

 略 略 略   略 略 略  

別表第５ 壁面の位置の制限（第５条関係） 別表第５ 壁面の位置の制限（第５条関係） 

 ア イ ウ   ア イ ウ  

 地区整備計画区域・計画地区 壁面の位置の 

制限 

適用の除外   地区整備計画区域・計画地区 壁面の位置の 

制限 

適用の除外  
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 略 略 略   略 略 略  

 百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ｂ地区 略 ―――――   百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 

 

 

 

 

建築物の外壁又

はこれに代わる

柱の面から地区

計画区域境界線

（計画図に示す

部分に限る。）ま

での距離は0.5メ

ートル以上とす

る。 

―――――  

   Ｂ地区 略 ―――――  

 略 略 略   略 略 略  

別表第６ 建築物の高さの最高限度（第５条の２関係） 別表第６ 建築物の高さの最高限度（第５条の２関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 高さ   地区整備計画区域・計画地区 高さ  

 三碓五丁目地区整

備計画区域 

略 略   三碓五丁目地区整

備計画区域 

略 略  

      

   百楽園五丁目地区

整備計画区域 

Ａ地区 10メートル、かつ、地階を除く階数

は２以下。ただし、階段室、昇降機

塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他こ

れらに類する建築物の屋上部分の

水平投影面積の合計が当該建築物

の建築面積の８分の１以内の場合

においては、その部分の高さは、５

メートルまでは、当該建築物の高さ

に算入しない。 

 

 略 略   略 略  

  



議案番号 １０２ 

1/1  

奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 
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（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 下水道事業の経営に関して基本となるべき事項は、別表第２のとおりと

する。 

３ 下水道事業の経営に関して基本となるべき事項は、別表第２のとおりと

する。 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 
名称 計画処理区域 計画処理人口 

計画１日最大処理 

水量 

  
名称 計画処理区域 計画処理人口 

計画１日最大処理 

水量 

 

   人 立方メートル     人 立方メートル  

 奈 良

市 公

共 下

水 道

事 業 

下水道法（昭和33年法律第

79号）第４条第１項の規定

により定めた事業計画に

定める区域 

356,409 192,711   奈 良

市 公

共 下

水 道

事 業 

下水道法（昭和33年法律第

79号）第４条第１項の規定

により定めた事業計画に

定める区域 

339,439 185,063  

 略 略 略 略   略 略 略 略  

  

 


